
 
 
 
 

 
 
 
 

第 3章 

 

計画の基本的考え方 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

第３章 計画の基本的考え方 

 

１ 計画の基本理念                   

 

  子どもたちの誕生や成長が社会全体から祝福され、すべての子どもが生まれて

きたことへの喜びを全身で感じることのできるまちづくりをめざし、安心して子

育てできる市を築くため、以下の基本理念をもとに次世代育成支援行動計画を進

めます。 

 

子どもの笑顔が

すべての市民を結ぶまち
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２ 計画の基本目標                      

 

  基本理念を実現するために、次の 5項目を基本目標とし、総合的に施策を推進

していきます。 

 

 

       健やかに生み育てる環境づくり 

       子どもと子育て家庭にやさしいまちづくり 

       次代を担う心身ともにたくましい人づくり 

       豊かな子ども時代を過ごすための社会づくり 

       子育て家庭を支援する仕組みづくり 
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３ 計画の基本的視点      

 

  基本理念を実現するために、次の視点を行動計画の基本的視点とします。 

 

 

１ 子どもの視点 

子育ては、父母その他の保護者が行うべきであるという認識のもとに、子

どもの幸せを第一に考え、子どもの利益が最大限に尊重されるような取組を

進めます。 

 

 

 

２ 次代の親づくりの視点 

子どもは、次代の親となるものとの認識のもとに、豊かな人間性を形成し、

自立して家庭をもつことができるよう、長期的な視野にたった子どもの健全

育成のための取組を進めます。 

 

 

３ サービス利用者の視点 

子育て支援に係る利用者のニーズも多様化しており、個別のニーズに柔軟

に対応できるように、利用者の視点にたった柔軟かつ総合的な取組を進めま

す。 

 

 

 

４ 社会全体による支援の視点 

子育ては、国及び地方公共団体はもとより、企業や地域社会を含めた社会

全体で協力して行うことが必要とされていることから、協働して取組を進め

ます。 

 

 27 

 



 

５ すべての子どもと家庭への支援の視点 

子育て、仕事の両立支援のみならず、子育ての孤立化等の問題を踏まえ、

広くすべての子どもと家庭への支援という観点から取組を進めます。 

 

 

６ 地域における社会資源の効果的な活用の視点 

地域においては、子育てに関する活動を行うＮＰＯ、子育て支援セン

ター、子育てサークル、子ども会、自治会をはじめとする地域活動団体、

社会福祉協議会、主任児童委員等が活動するとともに、高齢者、障害者等

に対するサービスを提供する民間事業者等もあるほか、当市は、海や山な

ど豊かな自然環境にも恵まれ地域に受け継がれる伝統文化等があること

から、こうした様々な地域の社会資源の十分かつ効果的な活用を進めま

す。また保育所の活用や、公民館、学校施設等をはじめとする各種の公共

施設の活用を進めます。 

 

 

７ サービスの質の視点     

利用者が安心してサービスを利用できる環境を整備するためには、サービ

スの供給量を適切に確保するとともに、サービスの質を確保することが重要

です。このため、次世代育成支援対策においては、サービスの質を評価し、

向上させていくといった視点から、人材の資質の向上を図るとともに、情報

公開やサービス評価等の取組を進めます。 

 

 

 

８ 地域特性の視点       

次世代育成支援対策では、各地方公共団体が各々の特性を踏まえた上で主

体的な取組が求められており、本市においても利用者のニーズ等を十分に考

慮しながら必要とされる支援策の取組を進めます。 
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４ 施策の体系                      

 

  安心して子育てができるよう、本市では以下の 7つの施策を掲げ、計画的に事

業を進めていきます。 

[２]母子家庭等の自立支援の推進

[３]障害児事業の充実

[１]子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進

[２]被害に遭った子どもの保護の推進

[３]安全な道路交通環境の整備

[４]安心して外出できる環境の整備

[５]安全・安心まちづくりの推進

[６]子どもの交通安全を確保するための活動の推進

[４]小児医療体制の充実

[１]多様な働き方の実現及び男性を含めた働き方の見直し

[２]仕事と子育ての両立の支援

[２]良好な居住環境の確保

[１]次代の親の育成

[２]子どもの生きる力に向けた学校の教育環境の整備

[３]家庭や地域の教育力の向上

[１]良質な住宅の確保

[４]子どもを取り巻く有害環境対策の推進

[１]児童虐待防止対策の充実

[１]地域における子育て支援サービスの充実

[２]保育サービスの充実

[３]幼児教育の充実

[４]子育て支援のネットワークづくり

[３]思春期保健対策の充実

[５]児童の健全育成

[６]経済的負担の軽減

[１]子どもや母親の健康の確保

[２]食育の推進

（4）子どもの心身
の健やかな成長に
資する教育環境の

整備

（1）地域における
子育ての支援

（2）母性並びに
乳幼児及び児童等
の健康の確保
及び増進

（3）職業生活と
家庭生活との
両立支援

（5）要保護児童
への対応など

きめ細かな取組の
推進

（6）子育てを
支援する

生活環境の整備

（7）子ども等
の安全の確保
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